
掲示期間 3.17 – 3.26 

新潟市消防吏員服装規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

令和８年３月１７日 

新潟市消防局長 阿部 一彦 

新潟市消防局訓令第１４号 

新潟市消防吏員服装規程の一部を改正する規程 

新潟市消防吏員服装規程（昭和６２年新潟市消防局訓令第３号）の一部を次のように改

正する。 

第１３条第２項を次のように改める。 

２ 特別高度救助隊員にあっては、次の各号に掲げるとおりとする。 

（１） 隊員章の識別標識を防火帽及び保安帽の左右に付けるものとする。標識の形状、

寸法及び取付位置は、図のとおりとする。 

（２） 国際消防救助隊に指名された者にあっては、国際消防救助隊出動体制の基本を

定める要綱（昭和６２年消防救第１１８号）第７条第２項に定める国際消防救助隊員

標示章を右上腕部に付けるものとする。 

附 則 

この規程は、令和８年４月１日から施行する。 


